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☆商標法３条２項適用例にみる
立体的形状の保護…………………………… ⑴

１　はじめに
我が国では、商標法（以下省略）の平成８年法改
正（平成８年法律第68号）により立体商標制度が導
入され、標章の定義に「立体的形状」を含むことと
された（２条１項柱書）。その背景としては、立体
商標保護のニーズが現実に存在しており、不正競争
防止法において商品の形状について商品表示として
保護を認める裁判例が多数存在しており、かつ欧米

の多くの国で立体商標を登録の対象としているとい
う国際情勢があったことが挙げられている（産業財
産権法（工業所有権法）の解説〔平成８年法律改正〕
第５章Ⅰ参照）。立体商標制度が導入されてから早
25年以上が経過し、現存する立体商標登録は3000件
余りであるが（2024年４月24日現在のＪ－Ｐｌａｔ
Ｐａｔより）、その中には文字的要素や図形的要素
を含むものも少なくなく、純粋な商品やその包装の
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